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おくやみ手続き
ハンドブック

ご遺族が行う一般的な手続
きを掲載した冊子「おくやみ手続きハンド
ブック」を作成しました。死亡届を役場に
提出された際にお渡しするほか、HP でダ
ウンロードできます。

企画情報課
TEL

FAX

391-1105

問い合わせ

391-1188

死亡届提出日の
２開庁日後以降に役場へ

案内を受け、
必要書類を受け取り

死亡届提出日の２開庁日後（役場開
庁時間外に提出された場合は３開庁
日後）以降に役場本庁１階総合案内
にお越しください。

総合案内の職員が、必要な手続きを
案内し、一部の手続き書類をあらか
じめ死亡者情報等が入力された状態
でお渡しします。

※おくやみ手続き支援サービスを希望されない場合
は、手続きにご来庁される日までに役場総合案内（ＴＥＬ
391-1210 FAX 328-5995）にお申し出ください。

  

 
 
 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このたびのご親族様のご不幸、謹んでおくやみ申し上げます。 

ご遺族におかれましては、保険や年金、税などさまざまなお手続きが必要となります。 

この冊子は、役場内での一般的な手続きについて記載していますので、ご活用ください。 

※おくやみ手続き支援サービスの利用を希望されない（サポートが不要）場合は、手続きにご来庁される日までに役場総合

案内（☎059-391-1210
）にお申し出ください。（開庁時間：平日８:30～17:15） 

菰野町 
 

おくやみ手続きハン
ドブック 

役場での一般的な手
続きについて 

 

 ご遺族が菰野町役場で行う手続きについては、おくやみ手続き支援サー

ビス（1 ページ参照）によりサポートします。 

 当サービスがご利用いただけるのは、死亡届提出日の２開庁日後
以降

となります。（役場開庁時間外に死亡届を提出された場合は３開庁日後

以降となります。） 

 手続きは、役場１階 総合案内（場所は９ページ参照）にお越しください。 
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Our thoughts are with you and your family.

おくやみ手続き
支援サービス

開始おくやみ手続き支援サービス

利用方法 手続一覧ご遺族が必要な
手続きを抜粋

「おくやみ手続きハンドブック」の P.3 ～ P.4 に死亡
届提出後に必要な手続きの一覧を掲載しています。CHECK

思っている以上にたくさんの手続きが…

コミュニティ振興課【総合案内】
TEL

FAX

391-1160
328-5995

名義変更または使用中
止の手続きが必要で
す。
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相続人代表者の指定ま
たは納税通知書送付先
の指定が必要です。

被保険者証等の返還や
保険料等の相続人代表
者の指定が必要です。
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案内をもとに
各担当課で手続き
受け取った案内や書類を参考にし
て、手続きが必要な各担当課でそれ
ぞれ書類の提出などをお願いしま
す。

３

役場内で必要な手続きの例

家族が亡くなったとき、ご遺族が必要な手続きは保険
や税など多岐にわたります。そこで、ご遺族の負担を
少しでも軽減するために「おくやみ手続き支援サービ
ス」を開始します。当サービスでは、役場内の必要な
手続きの案内や手続き書類の作成をサポートします。


